
○甲賀市公有財産審議会事務処理規程 

平成２０年１１月１７日 

訓令第２１号 

改正 平成２３年４月１日訓令第６号 

平成２６年７月２２日訓令第１０号 

平成２９年２月１日訓令第１号 

平成２９年３月３０日訓令第１０号 

平成３０年３月３０日訓令第７号 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、甲賀市において設置する甲賀市公有財産審議会（以下「審議

会」という。）の事務処理に関し、必要な基本的事項について定めるものとする。 

（諮問事項） 

第２条 市長が審議会に諮問する事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。ただし、売買の相手が他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体で

公共用に供する場合は除く。 

（１） ２，５００平方メートル以上の土地の購入 

（２） １，０００万円以上の土地及び建物の購入 

（３） 延床面積が５００平方メートル以上の建物、登記簿地目若しくは現況地

目が宅地の５００平方メートル以上の土地又は登記簿地目及び現況地目が宅地

以外の１，０００平方メートル以上の土地の譲渡。ただし、法定外公共物の用

途廃止に伴い譲渡する場合及び甲賀市公共事業用地等契約審査委員会において

無償譲渡と決定された場合を除く。 

（４） ７００万円以上の土地及び建物の譲渡 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（調書の作成） 

第３条 諮問に際し審議会に提出する甲賀市公有財産審議会諮問調書（以下「調書」

という。）は別記様式とする。ただし、これにより難い場合は事前に管財課長と

協議して処理するものとする。 

第４条 前条の調書には、それぞれ次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

ただし、財産の性質等により一部を省略することができる。 



（１） 土地 評価参考資料、付近見取図等 

（２） 建物 評価参考資料、平面図、付近見取図、配置図等 

（諮問手続等） 

第５条 調書等の提出については、次の各号のとおりとする。 

（１） 提出先 管財課財産管理係 

（２） 提出時期 審議会開催の１０日前 

（３） 提出部数 １２部 

第６条 審議会における議案の説明は、原則として所管の部長とする。 

（諮問時期） 

第７条 審議会に諮問する時期は、執行伺いの前とする。なお、先行取得の場合に

は、そのときとし、買戻しの際は諮問不要とする。 

付 則 

この訓令は、平成２０年１１月１７日から施行する。 

付 則（平成２３年訓令第６号） 

この訓令は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則（平成２６年訓令第１０号） 

この訓令は、平成２６年７月２２日から施行する。 

付 則（平成２９年訓令第１号） 

この訓令は、告示の日から施行する。 

付 則（平成２９年訓令第１０号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成３０年訓令第７号） 

この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 



 



別記様式（第３条関係） 

 


